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岐阜県健康福祉部医療福祉連携推進課長  

 

 

令和５年度岐阜県短期入所利用促進体制整備事業費補助金の 

交付事務手続きについて 

  

 

このことについて、本補助事業の活用を予定されている事業所におかれましては、別添の手

続きに基づき、関係書類の提出をお願いします。 

 

 

○ 補助金交付事務手続 別添のとおり 
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